
〇東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

令和2年度 新型コロナウイルス感染症に係る都の医療機関・医療従事者支援事業 参考資料5

下記の医療機関等で新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、強い使命感を持って業務に従事していることに対し、一人当たり50,000円～200,000円を給付する。

（１） 都から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の都が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員

（２） 都から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関又は地域外来・検査センターに勤務し、患者と接する医療従事者や職員

（３） 都、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者（無症状病原体保有者及び軽症患者を含む。以下「軽症者等」という。）対する

フォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員

（４） 都から新型コロナウイルス感染症患者への対応の役割を設定されていない医療機関（病院及び診療所）、訪問看護ステーション又は助産所に勤務し、患者（助産所にあっては妊産婦）と接する

医療従事者や職員

〇東京都新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業

新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所を対象に感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する
費用（従前から勤務している者・通常の医療提供を行う者に係る人件費は除く。）を補助し、地域で求められる医療を提供する体制を支援する。

【補助上限額】 病院：2,000,000円＋50,000円×許可病床数 有床診療所（医科・歯科）：2,000,000円
無床診療所（医科・歯科）：1,000,000円 薬局・訪問看護ステーション・助産所：700,000円

〇東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

※東京都HPで公開されている主な事業（医療人材課看護担当作成）

新型コロナウイルス感染者及び感染が疑われる方を都内医療機関が円滑、適切かつ確実に受け入れる体制を確保するため、下記の事業を実施し、医療提供体制を強化する。

※受付終了

〇令和２年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金（国による直接執行）

都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関（仮称）の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、感染拡大防止対策等に要する費用を補助

※受付終了

※受付終了

事　業　名 目　的 補　助　対　象　経　費

1  外来診療体制等確保支援事業  外来診療体制及び検査体制の確保

 下記の運営に係る経費

 (1)医療機関が設置する新型コロナ外来（帰国者・接触者外来）

 (2)地区医師会等が設置する地域外来・検査センター

2  病床確保支援事業  新型コロナウイルス感染症患者等の受入れに必要な病床の確保  医療機関の病床確保に係る経費及び患者退院後の消毒経費等

3  重症患者等受入体制確保支援事業  重篤・重症の新型コロナウイルス感染症の入院者数の増加に対応するための体制の確保  受入れを行う医療機関がの集中治療室等の運営に係る経費

4  医療従事者特殊勤務手当支援事業  新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療などに携わる医療従事者の待遇向上  医療機関が当該業務に携わる医療従事者に対し支給する特殊勤務手当の支給に係る経費

5  医療従事者宿泊先確保支援事業  新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療などに携わる医療従事者の勤務環境の向上  医療従事者の深夜勤務や一時休息等のために行うホテルや住居等の借上げ等に要する経費

6  医療施設施設・設備整備費補助事業  新型コロナウイルス感染症患者等に対し適切な医療を提供するための体制の確保
 医療機関又は地区医師会等が設置する地域外来・検査センターが新たに機器等の整備に要

する経費

7  代替医師派遣体制確保支援事業  医療機関に勤務する医師が新型コロナウイルス感染症に感染し、診療が行えなくなった場合の支援  代替医師の派遣を行った医療機関が医師の派遣に要する経費

8  休業等医療機関継続・再開支援事業  地域において必要な診療等の機能の維持
 新型コロナウイルス感染により休業又は診療縮小をした医療機関の継続・再開時に要する経費

の２分の１

 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要する設備整備費用

 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

（従前から勤務している者及び医療の提供を行うものに係る人件費は除く）

10  重点医療機関等設備整備費補助事業  新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を整備  重点医療機関等が新たに機器等を整備することに要する経費

9  救急・周産期・小児医療体制確保支援事業
 都が指定した「新型コロナ疑い救急医療機関」及び「新型コロナ疑い地域救急医療センター」等の院内感染の防止

及び救急・周産期・小児医療の体制の確保


